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スマートフォンユーザーを狙ったワンクリック詐欺被害を未然に防ぐための 5 つのポイントです。 

お子様の卒業や入学を機に、新たにスマホなどを購入・契約をする御家庭も多い時期かと思います。

今回は、保護者の方向けに、「フィルタリング」について紹介します。特に初めてお子様にスマホを持た

せる保護者の皆様、購入・契約の前に、ぜひ御一読ください。 

 

「フィルタリング」とは？ 

アダルトサイトや犯罪に関するサイトなど、有害な情報や危険性のある Web サイトへのアクセスの

制限や、対象年齢でないアプリや危険性のあるアプリの利用を制限する機能のことです。 

「青少年インターネット環境整備法」や「福井県青少年愛護条例」により、携帯電話事業者等は、保

護者が契約者でも実際の使用者が 18 歳未満の場合、フィルタリングについて書面等で説明し、その場

でフィルタリングソフトやＯＳを設定することになっています。 

また、子どもの利用状況を適切に把握するとともに、18 歳未満が使用者である旨を申し出ること、フ

ィルタリングの説明を受けること、フィルタリングソフトやＯＳの設定を行うことなどが保護者の役割

となっています。 

 

◇特徴 

・NTT docomo、au、SoftBank など大手携帯電話事業者のフィルタリングサービスは、2017 年 

から「あんしんフィルター for ○○」の名称に統一、アイコンも同じデザインを使用しています。 

（月額使用料：無料） 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタリングサービスの中には、Web サイトへのアクセスやアプリの制限だけではなく、スマホ 

の利用時間を制限できる機能や、保護者のスマホからお子様の利用状況が確認できる機能など、ス 

マホの使い過ぎを防ぐ機能が付いているものもあります。 

 



 

 

・「小学生」、「中学生」、「高校生」、「高校生プラス」モードのように、年齢や使い方に応じたフィル 

ター強度の設定が可能です。 

＜制限カテゴリー例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

※「子どもが使いたいアプリやサービスが使えない」という理由でフィルタリングを外してしまう例

を耳にしますが、フィルタリングを設定していても、個別のアプリやサイトごとの設定ができるの

で、フィルタリングの制限対象になっているアプリやサイトでも、保護者が許可することで利用が

可能になります（下記）。そのため、お子様の利用状況や成長段階、スキルに応じて、細かに設定を

調整しながら使うことができます。 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察庁の発表によると、令和元年に SNS などで犯罪の被

害者となった児童の約９割がフィルタリングを利用してい

ませんでした。 

 フィルタリングの説明、有効化などが必要となるため、契

約時にお店で説明を受ける時間や手続きをする時間が少し

長くなってしまうかもしれませんが、お子さまが安全にスマ

ホを利用するために必要な時間と御理解ください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ ・警察庁「なくそう、子供の性被害。」（統計データ） 

  https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/kodomonoseihigair1.pdf 

 

◇フィルタリングサービスの詳細や具体的な設定方法などについては、携帯電話取扱店に直接 

お問い合わせいただくか、各社ホームページなどを参照ください。 

「中学生モー

ド」では、△

△のアプリが

フィルタリン

グでブロック

される 

フィルタリングの設定

変更で、△△のアプリの

利用を保護者が許可 

危険なサイトやアプリを

防ぎつつ、△△のアプリ

の利用ができる 
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フィルタリングを外し

てしまう 

危険なサイトやアプリも

すべて利用可能になる 
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